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(57)【要約】
【課題】インクジェットプリンタにおけるノズル不良検
査は、非コート紙に対して微細なドット群からなるテス
トパターンを記録して検査を実施した場合、インクの滲
み方により正常であるにも拘わらずノズル不良と判断さ
れる。
【解決手段】テストパターンにおけるベタ記録エリア３
１ａに発生した白抜けラインより異常ノズルを見出し、
異常ノズルがあった場合に、ドット群エリア３１ｂによ
るドットの有無からインク不吐出又はインク飛行曲がり
を判別する。この不良判断により、テストパターンを記
録する記録媒体が非コート紙であっても、インクの滲み
による誤判断を防止して異常ノズルを検出するノズル不
良検査方法である。
【選択図】　　図１



(2) JP 2010-23459 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 インクを吐出する記録ヘッドの全ノズルを用いて、同時に全ノズルからインクを吐出
して記録するベタ記録エリアと、隣接するノズルを所定の時間間隔をあけて順次駆動させ
てインクを吐出して記録するドット群エリアと、で構成されるテストパターンを記録媒体
に記録する記録ステップと、
　前記記録ステップによって記録された前記テストパターンを光学的に読み取る読み取り
ステップと、
　前記読取りステップで読取ったベタ記録エリアの画像情報に基づき、該ベタ記録エリア
を構成する前記ノズルのドットライン毎の濃度を、全ドットラインに亘って、それぞれ算
出し、算出したドットライン毎の濃度を予め定めた基準濃度と比較して、インク吐出ヘッ
ドの全ノズルの中からインク吐出が異常な異常ノズルの有無を判断する第１の検査ステッ
プと、
　前記ドット群エリアによる画像情報に基づき、該ドット群エリアを構成する前記記録ヘ
ッドの各ノズルに対応する各ドットの着弾予定エリアを設定し、当該着弾予定エリア毎の
濃度を、全着弾予定エリアに亘ってそれぞれ算出し、それらの算出した着弾予定エリア毎
の濃度を予め定めた基準濃度と比較して、前記記録ヘッドにおける不吐出ノズル又は、飛
行曲がりノズルの有無を判断する第２の検査ステップと、
を有することを特徴とするノズル不良検査方法。
【請求項２】
　前記第２のステップは、前記第１の検査ステップにおいて、前記異常ノズルが有ったと
判断された場合に実行することを特徴とする請求項１に記載のノズル不良検査方法。
【請求項３】
　前記第２の検査ステップは、算出した着弾予定エリアの濃度が前記基準濃度未満の場合
には、インク不吐出ノズルが有ると判断し、算出した着弾予定エリアの濃度が基準濃度以
上の場合には、飛行曲がりノズルが有ると判断することを特徴とする請求項２に記載のノ
ズル不良検査方法。
【請求項４】
　第２の検査ステップは、基準濃度以上の濃度を有するドットの個数を計数し、計数した
ドット個数と予め定めた基準個数を比較して、前記記録ヘッドにおけるインク不吐出ノズ
ル又は、インク飛行曲がりノズルの有無を判断することを特徴とする請求項２に記載のノ
ズル不良検査方法。
【請求項５】
　第２の検査ステップは、計数したドット個数が基準個数よりも少ない場合には、不吐出
ノズルが有ると判断し、計数したドット個数が基準個数以上の場合には、飛行曲がりノズ
ルが有ると判断することを特徴とする請求項４に記載のノズル不良検査方法。
【請求項６】
　前記記録ステップは、ドットライン方向に沿ってテストパターンを複数組記録すること
を特徴とする請求項２に記載のノズル不良検査方法。
【請求項７】
　前記記録ステップにおいて、複数の記録ヘッドにより画像を記録する場合に、該記録ヘ
ッド毎に記録媒体上の離間する位置に、それぞれに前記テストパターンを記録することを
特徴とする請求項２に記載のノズルの不良検査方法。
【請求項８】
　前記記録ステップは、前記テストパターンを記録する前に、１ドットラインのみ白スジ
となるように、１ノズルのみ非駆動とするベタ記録パターンを、複数の諧調毎に複数個を
記録媒体に記録すると共に、複数個のベタ記録パターンの中から、１ドットラインの白ス
ジが視認されるベタ記録パターンの諧調を用いて、前記テストパターンを記録することを
特徴とする請求項２に記載のノズル不良検査方法。
【請求項９】
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　前記読取りステップは、
　ベタ記録エリアを読取る第１の読取りステップと、
　ドット群エリアを読取る第２の読取りステップと、を含み、前記第１の検査ステップは
、該第１のステップ終了後に実行し、
　前記第２の読取りステップは、前記第１の検査ステップで吐出異常ノズルが有ったと判
断された場合のみに実行し、
　第２の検査ステップは、第２の読取りステップ終了後に実行することを特徴とする請求
項１に記載のノズル不良検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像記録装置に搭載され、インクを吐出して画像記録を行う記録ヘッドにお
けるノズルの不良を検出するノズル不良検査方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、インクジェットプリンタとして知られる画像記録装置には、微小なインク滴を
吐出する多数のノズルが配置された記録ヘッドを搭載している。これらのノズルは微小な
径の吐出口からインクを吐出するため、ノズル面に付着したインクの塊や紙粉等の異物に
より、ノズルが完全に目詰まりされた不吐出やノズルの一部が塞がれた吐出飛行曲がりが
発生する。このため、ノズル不良を検出した場合には、メンテナンス処理によるクリーニ
ングを実施している。このノズル不良は、実際に記録媒体に記録した画像から白スジ等に
より見出される場合が多い。
【０００３】
　ノズル不良を発見するためには、例えば特許文献１においては、テストパターンを用い
た技術が開示されている。この特許文献１には、記録媒体にドットパターン(テストパタ
ーン)からなる画像を記録して、その画像をスキャナで読取り、ドットの間隔が正規なド
ット間隔であるか否かを判断している。この判断において、互いに隣接するドットの間隔
が正規のドット間隔に対して、ずれが生じている場合は、飛行曲がりが発生しているもの
と判断される。一方、読取ったドット径が正規のドットの径よりも小さい又はドット自体
が無い場合には、ノズルに目詰まりが発生していると判断される。これらのノズル不良に
対して、不良形態に見合ったメンテナンス処理を実施することが開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、ドットパターン(テストパターン)を用紙に記録して、電子画像
として撮像し、画像処理を行い、隣接するドットの間隔や面積を測定することにより、各
ノズルからの吐出不良を判断する技術が開示されている。さらに、特許文献３には、ドッ
トの濃度を受光素子により読取り、その濃度が所定値に達しないドットに対応するノズル
(記録画素)を異常ノズルと特定する方法が開示されている。
【特許文献１】特開２００６－２８１１１６号公報
【特許文献２】特開２００５－０１４２１６号公報
【特許文献３】特開２００２－０７９６６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述した特許文献１乃至３に記載されるようなテストパターンを記録する記録媒体とし
ては、光沢紙等のインクジェット記録層を有する所謂、コート紙を用いることにより、微
少な差を見出して十分な効果を発揮することができる。
【０００６】
　しかし、ユーザは、コストや使い勝手の面から通常の画像記録に使用する記録媒体は、
普通紙や再生紙等の非コート紙を用いている。非コート紙は、着弾したインクが滲みやす
く、また滲み度合いにもバラツキが発生する。
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【０００７】
　非コート紙に対して、互いに所定間隔で離間する微細なドット群からなるテストパター
ンを記録した場合、記録ヘッドのノズルが正常であるにもかかわらず、ドット径の大きさ
にバラツキが出たり、インクの溶み方によって、形成されたドットの位置ずれ、形状の変
形、又はドットの濃度差が生じる場合がある。
【０００８】
　このようなテストパターンを用いて判断を行うと、正常であるにも拘わらず、インクの
飛行曲がりやインクの不吐出があるという間違った判断が行われる虞がある。その結果、
無駄に記録ヘッドのメンテナンスや調整を実行することとなる。
【０００９】
　つまり、特許文献１乃至３に開示されている技術では、専用に別途コート紙を準備しな
い場合には、良不良判断において、用紙自体に問題があるのか、実際にノズルに問題があ
るのかを正しく判断することが難しい。従って、効果的にインクの飛行曲がりやインクの
不吐出を検出することができなくなる。　
　そこで本発明は、記録媒体の種別にかかわらず、記録ヘッドのノズルにおける吐出状態
を正しく判断することができるテストパターンを用いたノズル不良検査方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の従う実施形態は、インクを吐出する記録ヘッドの
全ノズルを用いて、同時に全ノズルからインクを吐出して記録するベタ記録エリアと、隣
接するノズルを所定の時間間隔をあけて順次駆動させてインクを吐出して記録するドット
群エリアと、で構成されるテストパターンを記録媒体に記録する記録ステップと、前記記
録ステップによって記録された前記テストパターンを光学的に読取る読取りステップと、
前記読取りステップで読取ったベタ記録エリアの画像情報に基づき、該ベタ記録エリアを
構成する前記ノズルのドットライン毎の濃度を、全ドットラインに亘って、それぞれ算出
し、算出したドットライン毎の濃度を予め定めた基準濃度と比較して、インク吐出ヘッド
の全ノズルの中からインク吐出が異常な異常ノズルの有無を判断する第１の検査ステップ
と、前記ドット群エリアによる画像情報に基づき、該ドット群エリアを構成する前記記録
ヘッドの各ノズルに対応する各ドットの着弾予定エリアを設定し、当該着弾予定エリア毎
の濃度を、全着弾予定エリアに亘ってそれぞれ算出し、それらの算出した着弾予定エリア
毎の濃度を予め定めた基準濃度と比較して、前記記録ヘッドにおける不吐出ノズル又は、
飛行曲がりノズルの有無を判断する第２の検査ステップと、を有するノズル不良検査方法
を提供する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、記録媒体の種別にかかわらず、記録ヘッドのノズルにおける吐出状態
を正しく判断することができるテストパターンを用いたノズル不良検査方法を提供するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。　
　図１は、本実施形態に係るノズル不良検査装置と、画像記録装置の構成例を示した概略
図である。以下に説明する各実施形態において、記録媒体の搬送方向を副走査方向（Ｘ方
向）とし、この搬送方向に直交する方向を主走査方向（Ｙ方向）と定義する。Ｘ，Ｙ方向
と直交する上下方向（又は、鉛直方向）をＺ方向とする。ここでは、各色の記録ヘッドを
それぞれ副走査方向に並べ、各色を主走査方向に媒体幅以上の長さのラインヘッド型のイ
ンクジェットプリンタを一例としている。
【００１３】
　図１は、画像形成装置であるインクジェットプリンタ（以下、プリンタと称する）１と
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、プリンタ１に搭載されている、インクを吐出する記録ヘッド３のノズル不良を検出する
検査装置２を示している。本実施形態は、プリンタ１と検査装置２が別体となる構成例で
ある。
【００１４】
　プリンタ１は、複数の記録媒体４を収納し１枚ずつ順次、供給する記録媒体供給部５と
、記録媒体４を搬送する搬送機構６と、記録媒体４にインクを微小な液滴として吐出して
画像を形成する記録ヘッド（液滴吐出ヘッド）３と、複数の記録媒体４を収納する記録媒
体カセット７と、画像記録を含め装置全体を制御するプリンタ制御部８と、で構成される
。
【００１５】
　検査装置２は、テストパターンが記録されたテスト記録媒体４ａを搬送する搬送機構１
２と、搬送機構１２の搬入側に設けられた記録媒体検知センサ１３と、テスト記録媒体４
ａのテストパターンを撮像する撮像部１４と、撮像部１４により撮像されたテストパター
ン画像信号の処理及びノズルに対する良不良判断を行う画像処理及び判断部１５と、画像
処理されたテストパターン画像を表示する表示部１６とで構成される。ここでは、画像処
理及び判断部１５と表示部１６は、パーソナルコンピュータで代用することができ、検査
装置本体１０とは別体となっている。
【００１６】
　　記録ヘッド３は、記録媒体４と対向するノズル面を有している。ノズル面には、イン
クを吐出する３００個のノズルが列状に開口されたノズル列が設けられている。本実施形
態では、搬送方向の上流側から少なくとも４色のインクを吐出する４つの記録ヘッド３Ｃ
（シアン色），３Ｋ（ブラック色），３Ｍ（マゼンタ色），３Ｙ（イエロー色）を有し、
記録媒体４に単一色画像又はカラー画像を記録する。尚、本実施形態では、ライン型の記
録ヘッドを例として記載しているが、これに限定されるものではなく、記録媒体１上を主
走査方向に反復移動するシリアル型の記録ヘッドであっても同様に適用できる。
【００１７】
　本実施形態では、２系統の記録媒体供給系を備えており、共に搬送機構１２に記録媒体
４を受け渡している。記録媒体供給部５は、装置外部に取り付けられたトレイ（又は、カ
セット）に複数の記録媒体４を収納し、ピックアップローラ１１により、１枚ずつ順次取
り出して、搬送機構６に供給する。他方は、装置内部に設けられた記録媒体カセット７は
、複数の記録媒体４を収納し、１枚ずつ順次取り出されて、搬送機構６に供給する。
【００１８】
　搬送機構６は、例えば、少なくとも２つ以上のプーリ１７と、これらのプーリ１７にテ
ンションを掛けた状態で捲回する搬送ベルト１８とにより構成される。プーリ１７の少な
くとも一方には、図示しないモータ等の駆動源が接続され、プーリ１７を回転させること
により、搬送ベルト１８を回転させる。この搬送ベルト１８は、多数の小孔（図示せず）
が設けられ、記録ヘッド３の全てのノズル面と平行（又は、同じ間隔）で対向するように
構成される。この搬送ベルト１８の内側には、ファン１９が設けられており、記録媒体４
をファン１９による負圧で搬送ベルト１８上に吸着しつつ搬送して、記録ヘッド３のノズ
ル面の前方を通過させる。尚、検査装置２の搬送機構１２の基本的な構成は、プリンタ１
の搬送機構６と同じ構成である。本実施形態においては、検査装置２は、プリンタ１とは
別体として構成される。
【００１９】
　検査装置２は、画像処理及び判断部１５と、表示部１６と、検査装置本体１０と、表示
部１６と、入力部２０と、により構成される。検査装置本体１０内には、記録媒体検知セ
ンサ１３及び撮像部１４が設けられている。
【００２０】
　図２には、検査装置２の制御系のブロック構成を示し説明する。　
　この制御系は、主として、画像処理及び判断部１５と、表示部１６と、検査装置本体１
０内の記録媒体検知センサ１３及び撮像部１４と、プリンタ１内のプリンタ制御部８と、
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表示部１６と、入力部２０と、により構成される。
【００２１】
　画像処理及び判断部１５は、検査装置制御部２１と、テストパターン記憶部２２と、画
像データ記憶部２３と、濃度データ変換部２４、濃度データ変換部２５、フィルタ部２６
と、計数部２７と、比較演算部２８と、比較演算部２９と、で構成される。
【００２２】
　この画像処理及び判断部１５は、撮像部１４により撮像されたテストパターン画像信号
を画像データに処理し、テストパターンの対象部分の濃度を算出したり、予め設けられた
基準と比較することにより、その基準外のノズルを異常ノズル（インク吐出が不良なノズ
ル）として特定する。
【００２３】
　以下、各構成部位の構成及び動作について詳細に説明する。　
　検査装置制御部２１は、ＣＰＵ等の処理演算回路で構成される。ユーザによる入力部２
０の操作により、検査装置制御部２１にノズル不良検査の実行が指示される。入力部２０
は、キーボードやタッチパネル等により構成され、ユーザの操作による指示を入力する。
【００２４】
検査装置制御部２１は、この指示に基づいて、テストパターン記憶部２２に予め記憶され
た複数のテストパターンの中から１つ（又は１組）が選択され、プリンタ制御部８に送出
される。プリンタ制御部８は、前述したように、記録媒体４を供給搬送して、記録媒体４
にテストパターンを画像記録する。テストパターンが記録された記録媒体４ａは、検査装
置２に搬入される。尚、テストパターンが記録された記録媒体４ａと記録媒体４は、同一
の媒体（非コート紙）であり、単に説明上で区別するために符号を４ａとしている。
【００２５】
　記録媒体検知センサ１３は、記録媒体４ａの先端を検知すると、検査装置制御部２１に
その検知信号を送出する。この記録媒体検知センサ１３は、例えば、記録媒体４による遮
光を検出する赤外線センサなど非接触センサである。この記録媒体検知センサ１３は、記
録媒体４を検出すると、検査装置制御部２１に検知信号を送出する。記録媒体検知センサ
１３は、他にも、記録媒体４との接触片を有する機械的スイッチ等を用いることもできる
。
【００２６】
　撮像部１４は、ＣＣＤ又はＣＭＯＳ等の個体撮像素子からなるラインセンサと、例えば
固定焦点の撮像光学系を備える。撮像部１４は、検査装置制御部２１からの読取り開始指
示により、記録媒体４ａに記録されたテストパターンの撮像（画像読み取り）を開始し、
テストパターン選択時に設定された撮像時間まで画像読取りを行う。
【００２７】
　表示部１６は、液晶ディスプレイ等からなる表示装置であり、撮像されたテストパター
ン、良不良の判断結果を表示する。
【００２８】
　テストパターン記憶部２２は、複数のテストパターンが読取り時間と関係づけて予め記
憶されている。検査装置制御部２１の命令により、選択されたテストパターンをプリンタ
制御部８に送信する。読取り時間は、テストパターンの先端から終端までのエリアが完全
に撮像できるように、読取り速度（記録媒体の搬送速度）が考慮された時間設定である。
このテストパターン及び読取り時間は、ノズル検査を実施するその都度、設定される。
【００２９】
　画像データ記憶部２３は、撮像部１４に撮像されたテストパターン画像（画像データ）
を一旦記憶する。　
　濃度データ変換部２４は、画像データ記憶部２３から読み出されたテストパターン画像
を濃度データとして変換すると共に、テストパターン画像のベタ記録エリア３１ａの濃度
データを各ノズルラインの濃度データに分割する。各ノズルラインの濃度データは、ノズ
ルラインを形成する各ノズルの濃度特性（濃度データ）に置き換える。
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【００３０】
　濃度データ変換部２５は、画像データ記憶部２３から読み出されたテストパターン画像
を濃度データとして変換すると共に、テストパターン画像のドット群エリア３１ｂについ
て、ノズルエリア毎の濃度データに分割する。ノズルエリアは、ドット毎に設定される、
ドット及びその周辺を含むエリアである。そして、ドットが含まれたノズルエリア毎の濃
度データから一番高い（濃い）値を算出する。　フィルタ部２６は、濃度データ変換部２
４によって置き換えられた濃度データにフィルタ処理を施して、異常ノズルの検出を容易
にする。　
　比較演算部２８は、各ノズルのフィルタ処理を施された濃度データを任意に設定された
所定の濃度閾値と比較する。ここで、濃度データが閾値に達していない低い（薄い）濃度
である場合には、その濃度データをもたらしたノズルを異常ノズルと判断する。一方、濃
度データが閾値よりも高い（濃い）濃度である場合には、そのノズルを正常ノズルと判断
する。これらの判断を全ノズルの濃度データに対して行う。この判断においては、閾値に
対して比較するものであり、閾値よりも高い濃度であれば、良と判断された濃度データ間
における濃度差は問題とはしない。
【００３１】
　計数部２７は、比較演算部２４で異常ノズル有りと判断された場合に、濃度データ変換
部２５より送られてくるテストパターンのノズルエリア毎の濃度データから、異常ノズル
と判断されたノズル部分のドットデータの有無を確認する。各ノズルエリアの一番高い濃
度値が、設定した値より大きい場合は「ドットデータ有り」、設定した値より小さい場合
は「ドットデータ無し」と判断する。
【００３２】
　比較演算部２９は、計数部２７によって確認されたドットデータの有無に基づき、異常
ノズルと判断されたノズルのドットデータが無かった場合は、「インク不吐出」、ドット
データがあった場合は「インク飛行曲がり」と判断する。
【００３３】
　このように構成された画像記録装置における記録動作について説明する。　
　記録媒体４は、記録媒体供給部５から取り出されて、搬送機構６に受け渡される。この
受け渡しの際に、記録媒体４の向きを補正し、斜行搬送されることを防止する。搬送機構
６では、ファン１７による負圧により、記録媒体４を吸着した状態で搬送して、記録ヘッ
ド３のノズル面の前方を通過させる。この通過の際に、プリンタ制御部８から送信された
画像データに基づき、各ノズルより各色のインクを吐出して、記録媒体４に画像が記録さ
れる。尚、ノズル検査を行う場合には、後述するテストパターンが画像記録される。
【００３４】
次に、検査装置２は、プリンタ１とは別体として構成され、検査時にプリンタの排出口か
らテストパターンが記録された記録媒体４ａを受け取るように連結される。
【００３５】
　図３は、本実施形態で用いているテストパターンの構成を示している。図４は、テスト
パターンと記録媒体の搬送方向の関係を概念的に示している。　
　テストパターン３１は、２つのエリアから成り、記録媒体の先端側（搬送方向）に、記
録ヘッド３の全ノズルからインクを吐出したベタ記録エリア３１ａを形成し、続いて、互
いに離間するドット群エリア３１ｂを形成する。
【００３６】
　ベタ記録エリア３１ａは、記録ヘッド３の全ノズルから副走査方向にノズル列の長さに
相当する幅で記録が行われている。また、ドット群エリア３１ｂは、ドットが重なりを持
たないように記録するものであり、一定の間隔をあけた複数のノズルにより一段のドット
列を記録し、引き続き、１ずつ隣のノズルに移動して次の後段にドット列を記録する。図
３においては、全ノズルを４つのノズルのグループ（群）に分割して、まず、１，５，９
，１２，…，番目のノズルから同時にインクを１ドットとなるようにインク滴を吐出する
。次に、２，６，１０，１３，…，番目のノズルからインクを吐出する。上記のように、
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多数のノズルを複数の群に分割して時間をずらしてインクを吐出することを時分割インク
吐出と称する。このドット列の記録を全ノズルに対して行う。このようなテストパターン
が記録されて記録媒体４ａは、図４に示すように、先にベタ記録エリア３１ａを撮像部１
４により撮像（読み取り）し、引き続き、ドット群エリア３１ｂを撮像（読み取る）する
。撮像されたテストパターンの画像信号は、画像データ記憶部２３に格納される。
【００３７】
　次に図５に示すフローチャートを参照して、ノズル検査装置によるノズルの不良検査に
ついて説明する。　
　まず、ノズル不良検査を実施する前に、検査初期設定を行う。表示部１６に検査初期設
定画面を表示させて、入力部２０を操作して、ノズル不良検査の結果、「異常ノズル有」
と判断された際に引き続き、メンテナンス処理、ここではクリーニング動作によるノズル
回復処置を行うか否かを選択する（ステップＳ１）。この選択において、クリーニング処
理を実施することを選択した場合には（ＹＥＳ）、ノズル不良の種別により、そのクリー
ニング回数の上限を設定する（ステップＳ２）。即ち、ノズル不良が「インク不吐出」と
「インク飛行曲がり」のそれぞれの場合におけるクリーニング回数の上限値を設定する。
この上限設定は、設定回数を超えてクリーニング動作を実行しても、ノズル回復処置だけ
ではノズル不良が回復できないと判断するための閾値（回数）である。この上限に達する
とクリーニング動作を終了する。
【００３８】
　ユーザは、検査初期設定を確認の後、画像処理及び判断部１５を通じて、プリンタ制御
部８にノズル検査の指示を出す。この検査の指示により、テストパターン記憶部２２から
テストパターンデータを読み出して、プリンタ制御部８へ送信する（ステップＳ３）。
【００３９】
　プリンタ制御部８は、記録媒体供給部５から記録媒体４を取り出して搬送機構６により
搬送し、記録媒体４に前述したテストパターンを画像記録する（ステップＳ４）。
【００４０】
　テストパターンが記録されたテスト用記録媒体４ａは、搬送機構６から検査装置２の搬
送機構１２に受け渡される（ステップＳ５）。この受け渡し時には、プリンタの記録ヘッ
ド３により記録される速度即ち、テスト用記録媒体４ａの搬送速度と、検査装置２の搬送
機構１２の搬送速度は同じ速度であることが望ましい。テスト用記録媒体４ａは搬送機構
１２により搬送され、記録媒体検知センサ１３が記録媒体４ａの先端部を検知して、検知
信号（読み取り開始信号）を検査装置制御部２１に送出する（ステップＳ６）。検査装置
制御部２１は、その検知信号を受け取り、撮像部１４にテストパターンの読取り開始を命
令し（ステップＳ７）、併せて、テストパターンの読取り時間（読取り終了時間）の指示
も行う。
【００４１】
　撮像部１４は、検査装置制御部２１からの読取り開始指示により、記録媒体４ａに記録
されたテストパターンの撮像（画像読み取り）を開始する。まず、ベタ記録エリア３１ａ
を撮像し、続いて、ドット群エリア３１ｂを撮像する（ステップＳ８）。撮像されたテス
トパターン画像信号は、画像データ記憶部２３に入力される。
【００４２】
　画像処理及び判断部１５は、取り込んだ画像データ（テストパターン画像）に対して、
後述するサブルーチンによるノズル不良検査を実施する（ステップＳ９）。
【００４３】
　　次に、ノズル不良検査による検査結果において、ノズル不良の有無を判断する（ステ
ップＳ１０）。この判断でノズル不良が無ければ（ＮＯ）、その結果を表示部１６に表示
して（ステップＳ１１）、ルーチンを終了する。ここでは、ノズルが正常である旨を表示
する。一方、ノズル不良があった場合には（ＹＥＳ）、初期設定においてメンテナンス処
理を実施するように設定されているか否かを判断する（ステップＳ１２）。この判断で、
クリーニング処理の実施が設定されていなければ（ＮＯ）、ステップＳ１１に移行して、
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検査結果を表示部１６に表示する。ここでは、ノズル不良が有る旨を表示する。
【００４４】
　次に、ステップＳ１２において、クリーニング処理を実施するように設定されている場
合（ＹＥＳ）、ノズル不良の検査結果が「インク不吐出」と「インク飛行曲がり」のいず
れであるかを判断する。（ステップＳ１３）。この判断で、「インク不吐出」であれば、
これまで実施したクリーニング回数が、ステップＳ２で設定した上限設定回数を超えたか
否かを判断する（ステップＳ１４）。ここで、インク不吐出における上限設定回数に満た
なければ（ＮＯ）、クリーニング処理を実施し（ステップＳ１５）、その回数を１つカウ
ントアップした後（ステップＳ１６）、クリーニング終了を表示する（ステップＳ１７）
。その表示後に、ステップＳ３に戻り、再度、テストパターンを記録媒体に記録して、再
度、ノズル不良の検査を実施する。
【００４５】
　また、ノズル不良が「インク飛行曲がり」であれば、これまで実施したクリーニング回
数が設定回数を超えたか否かを判断する（ステップＳ１８）。また、ここで、インク飛行
曲がりにおける設定回数に満たなければ（ＮＯ）、クリーニング処理を実施し（ステップ
Ｓ１９）、その回数を１つカウントアップした後（ステップＳ２０）、クリーニング終了
を表示する。その表示後に、ステップＳ３に戻り、再度、ノズル不良の検査を実施する。
【００４６】
　また、ステップＳ１４，１８において、共に、クリーニング処理がそれぞれの設定回数
に達したならば（ＹＥＳ）、クリーニング処理によるノズル回復処置だけではノズル不良
が回復できないと判断して、ステップＳ１１において、ノズル不良を回復できなかったこ
とを表示して終了する。
【００４７】
　次に、図６に示すフローチャートを参照して、図５のステップＳ９におけるノズル不良
検査の第１のサブルーチンについて説明する。　
　まず、画像データ記憶部２３から濃度データ変換部２４に画像データとして、テストパ
ターン画像を読み出し、濃度データに変換する（ステップＳ３１）。
【００４８】
　次に、変換された濃度データにフィルタ処理を施す（ステップＳ３２）。これは濃度デ
ータから異常ノズルを検出しやすくするように、本実施例形態では、ハイパスフィルタを
用いて、低周波数領域を排除する。
【００４９】
　次に、ノズル毎の濃度特性を調べるために、フィルタ処理を施されたベタ記録エリアの
濃度データを、各ノズルライン（ドットライン）毎に分割する（ステップＳ３３）。ここ
でいうノズルラインとは、１～３００個の各ノズルによって形成される、副走査方向に沿
ったライン状に構成されるドット列のことを指す。
【００５０】
　その後、ノズルラインの濃度を順次調べていくために、１番目のノズルラインを指定し
（ステップＳ３４）、その１番目のノズルラインの濃度データと、任意に設定した所定の
閾値ａとを比較する（ステップＳ３５）。この閾値ａは、白スジ（白抜け）と判断できる
濃度に設定され、テストパターンを記録する記録媒体の種類毎に異なった値に設定するこ
ともできる。　
　この比較において、閾値ａよりも濃度が高い（濃い）場合には（ＹＥＳ）、そのノズル
ラインを形成した対象ノズルを正常と判断する。正常と判断された場合には、全てのノズ
ルラインに亘って比較したかどうかを判断し（ステップＳ３６）、検査したノズルライン
ＮＬがノズルライン総数の３００に達していなければ（ＮＯ）、次のノズルラインを指定
し（ステップＳ３７）、同様に閾値ａとの比較を行う。
【００５１】
　ステップＳ３６で、検査したノズルラインＮＬがノズルライン総数の３００に達したな
らば（ＹＥＳ）、正常又は不良無しと判断する（ステップＳ３８）。一方、ステップＳ３
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５において、閾値ａの濃度より低い（薄い）と判定された場合は（ＮＯ）、そのノズルラ
インに対応する対象ノズルを異常と判断し、ドット群エリアを複数のノズルエリアに分割
する（ステップＳ３９）。このノズルラインの濃度の判定において、１つでも閾値ａより
も低い濃度のノズルラインが有ると判定された場合には、以降の未検査のノズルラインＮ
Ｌについては、検査せずに、直ちにノズル不良有りと判断し、ステップＳ３９以降の処理
に移行する。
【００５２】
　ここで、図７には、テストパターンのドット群エリア３１ｂの各ドットにおけるノズル
エリア３２の概念を示す。
【００５３】
　このノズルエリア３２は、テストパターンの画像データが記憶されるメモリ上において
規定されるエリアであって、ドット毎に、当該ドット及びその周辺を含む所定サイズのエ
リアであり、そのサイズは隣接するドットを含まない程度に設定されている。なお、この
ノズルエリア３２の位置は、記録されたドットを基準にして設定されるのではなく、記録
されうるであろうドットの着弾位置を想定して規定される。
【００５４】
　次に、これらのノズルエリア３２毎に、最大濃度値を算出する（ステップＳ４０）。こ
れは、エリアの中で一番高い（濃い）即ち、最大濃度値を算出することで、例えば、非コ
ート紙の滲みにより広がり、形成されたドット位置（中心位置）が狙いの位置よりずれた
り、ドット形状が狙いの形状でなかったとしても、ノズルからインクが吐出されたか否か
の判別できる。ドットが有る場合は、ドットが記録された部分での一番高い濃度が抽出さ
れる。また、インク不吐出でドットデータが無かった場合は、そのエリア内の中で一番高
い値が抽出される。
【００５５】
　そして、これらのノズルエリア３２の濃度データを順次調べるために、複数のノズルエ
リア３２から１番目のノズルエリアＮＡを指定する（ステップＳ４１）と共に、ドットカ
ウント数Ｄを０に初期設定する（ステップＳ４２）。
【００５６】
　指定された１番目のノズルエリア３２について、その最大濃度値と、予め設定した閾値
ｂとを比較する（ステップＳ４３）。予め設定した閾値ｂとは、記録媒体上にドットが記
録された際に得られる濃度の基準値である。この比較において、算出された最大濃度値が
閾値ｂよりも大きければ（ＹＥＳ）、記録されたドットが存在するものと判断し、ドット
群エリア３１ｂを構成するドット数Ｄとしてカウントアップする（ステップＳ４４）。そ
して、ノズルエリアＮＡがノズルエリア総数の３００に達したか否かを判断し（ステップ
Ｓ４５）、まだ達していない（検査すべきノズルエリアが残っている）場合（ＮＯ）には
、次のノズルエリア３２を指定して（ステップＳ４６）、ステップＳ４３に戻り、閾値ｂ
と次のノズルエリアの最大濃度値との比較を行う。一方、算出された最大濃度値が閾値ａ
よりも小さければ（ＮＯ）、ドットはノズルエリア３２内には無いものと判断し、ドット
数Ｄをカウントアップすることなく、ステップＳ４５に移行する。
【００５７】
　即ち、各ノズルエリア３２内で最大濃度値を算出することで、例えば、非コート紙の滲
みなどにより着弾位置が狙いの位置からずれたり、着弾形状（面積）が狙いの形状（面積
）でなかったとしても、記録媒体上にドットが記録され、そのドットの画像データがノズ
ルエリア３２内に存在していたならば、ドットの濃度値がそのノズルエリア内において最
も高くなるはずで、その濃度値は閾値ｂを上回る。その結果ドットが有ると判別できる。
逆に、インク不吐出により、ノズルエリア３２内にドットの画像データが無い場合には、
抽出される最大濃度値は非常に低くなり、閾値ｂを下回ることになるため、ドットが無い
と判断できる。
【００５８】
　ステップＳ４５において、検査したノズルエリア数ＮＡがノズルエリア総数に達したな
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らば（ＹＥＳ）、計数したドット数Ｄが、テストパターンの画像記録の際に用いたノズル
数に合致するかどうかを判断する（ステップＳ４７）。この判定で、駆動させたノズル数
とドット数Ｄの計数結果に差があれば（ＮＯ）「インク不吐出」であり（ステップＳ４８
）、差がなく一致する場合には（ＹＥＳ）、「インク飛行曲がり」と判断して（ステップ
Ｓ４９）、リターンし、図５のステップＳ１０に戻る。
【００５９】
　以上のように、第１のサブルーチンによるノズル不良検査によれば、テストパターンの
ベタ記録エリア３１ａにおけるノズルラインＮＬの判断（閾値による判断）により異常ノ
ズル有りと判断されたならば、ドット群エリア３１ｂにおけるドットの有無により、ドッ
ト有りを「インク飛行曲がり」、ドット無しを「インク不吐出」であると判断することが
できる。これにより、テストパターンを記録する記録媒体が非コート紙であっても、異常
なノズルを検出することが可能となり、好適なメンテナンス処理や修理を選定して実施す
ることができる。
【００６０】
　ここで、図８及び図９を参照して、本実施形態におけるテストパターンに対する記録ヘ
ッドの「インク不吐出」と「インク飛行曲がり」の検出について説明する。図８は、イン
ク不吐出によってドットが記録されなかった例を示し、図９は、インク飛行曲がりによっ
てドットが所望の位置からずれて記録された例を示している。
【００６１】
　記録ヘッド３において、ノズル列のうち、インク不吐出を発生させている異常ノズルが
存在した場合には、図８に示すように、ベタ記録エリア３１ａ内に白抜け（インク滴が未
着弾による）ライン４１が生じる。また、記録ヘッド３において、インク飛行曲がりを発
生させているノズル（異常ノズル）があった場合には、図９に示すように、ベタ記録エリ
ア３１ａ内に白抜けライン４１よりも狭い幅の白抜けライン４４が生じている。
【００６２】
　このような白抜けライン４１，４４は、異常ノズルの存在により、ベタ記録エリアにお
いて、インクが付着せず、筋状の白い（記録媒体の素地の色）ラインが発生する、又は異
常ノズルが記録を担当する部分のインク濃度が低く（薄く）なる。
【００６３】
　次に、ドット群エリア３１ｂでは、ノズルの異常により、インク不吐出の不良が発生し
ている場合は、その異常ノズルからインク（インク滴）が噴射されないため、図８の破線
で示すドット４２が形成されてない。また、インク飛行曲がりの不良が発生している場合
は、図９のドット４３に示すように、噴射方向が狙いの方向から外れて、着弾位置にズレ
が生じているが、インクは着弾しているため、本来とは外れた位置にドットが存在する。
【００６４】
　テストパターンの記録に非コート紙を用いたことにより、インクの滲みが大きかったり
、インクの着弾位置に応じてインクの滲み度合いにバラツキが発生する。その結果、ドッ
トの形状が狙いの形状にならなかったり、滲みにより最大濃度が発生する位置にずれが発
生したとしても、前述したように、ドットの有無のみを判断できれば、インク不吐出かイ
ンク飛行曲がりかが正確に判断できる。
【００６５】
　以上説明したように、本実施形態によれば、テストパターンを記録する記録媒体に、普
段使用している普通紙（非コート紙）を用いたとしても、記録ヘッドの各ノズルにおける
吐出不良、飛行曲がりを正確に判断できる。従って、誤判断によりメンテナンス処理を実
施するようなことを防止できる。
【００６６】
　また、テストパターンを記録する記録媒体として、インク滲みの少ない高価なコート紙
を用いることなく、普段使用している非コート紙のまま、ノズル不良検査に移行できるた
め、テストパターン記録用の専用紙（又は非コート紙）を差し込む又は交換する作業も必
要ない。
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【００６７】
　次に、図１０は、前述した第１の実施形態に用いたテストパターンの第１の変形例を示
す図である。　
　この第１の変形例によるテストパターンは、副走査方向において、ベタ記録エリア３１
ａとドット群エリア３１ｂの組が複数段となるように配置した例である。
【００６８】
　このように、テストパターンを複数段に配置することにより、例えば、図１に示したプ
リンタ１のように、それぞれに異なる色のインクを吐出する記録ヘッドが、副走査方向に
沿って複数段に配置されている構成でも、記録位置をずらすことにより、一枚の記録媒体
に記録したテストパターンで全インク色の記録ヘッドにおけるノズル不良検査を実施する
ことが可能となる。
【００６９】
　次に、図１１（ａ），（ｂ）は、前述した第１の実施形態に用いたテストパターンの第
２の変形例を示す図である。ここで、図１１（ａ）は、テストパターンの配置例を示し、
図１１（ｂ）は、このテストパターンを適用する記録ヘッドの配置例を示している。　
　図１１（ａ）に示すテストパターンは、主走査方向に沿って、ベタ記録エリア３１ａ-1
とドット群エリア３１ｂ-1の組が二列で、副走査方向に交互に前後して配置されている。
これらのエリアの組で、前後で隣接する組どうしは、端部が互いに重なるように配置され
ている。このテストパターンは、図１１（ｂ）に示すように記録ヘッドに好適する。
【００７０】
　図１１（ｂ）は、１ラインヘッドに代わって、記録媒体の幅よりも短いノズル列を有す
る短尺記録ヘッド３Ｃ-1～３Ｃ-nを用いた構成である。複数の短尺記録ヘッド３Ｃ-1～３
Ｃ-nは、主走査方向に沿って交互で搬送方向から見て前後に配置した構成である。所謂、
千鳥配置である。さらに、前後で隣接する短尺記録ヘッド３Ｃの両端どうしが数ノズル分
の重なり部分を持つように配置されている。このように記録ヘッド３Ｃの両端に重なり部
分を持つことにより、長尺な１本の記録ヘッドでなくとも、隙間無く画像を記録すること
ができる。
【００７１】
　この第２の変形例によるテストパターンを用いることにより、前述した交互に配置され
て記録エリアに重複部分を有する記録ヘッドに対して、記録ヘッド毎に分離したテストパ
ターンで各ノズルに対する不良検査を実行できる。
【００７２】
　さらに、第1の変形例と第２の変形例とを組み合わせることにより、複数のインク色分
の記録ヘッドにおける全インク色、及び個々の記録ヘッド（ノズル列）毎に、全記録ヘッ
ドの各ノズルに対して、１枚の記録媒体に記録したテストパターンで検査を実施できる。
【００７３】
　次に、第３の変形例として、多諧調記録ヘッドに対するテストパターンについて説明す
る。図１２を参照して、テスト用記録媒体にテストパターンのベタ記録エリア３１ａを形
成する場合のインク濃度の設定について説明する。
【００７４】
　前述した実施形態においては、ベタ記録エリア３１ａの濃度を読取り、各ノズルライン
に対応する濃度が設定した閾値ａより濃度が低い（薄い）場合には、ノズル不良と判断し
ていた。即ち、インクの不吐出又はインクの飛行曲がりのどちらか一方でも発生した場合
に「ノズル不良」として検出していた。ここで、ノズルラインの濃度が閾値ａよりも低く
なる要因として、白抜けのラインが発生していることが挙げられる。つまり、ノズル不良
を検出するためには、ノズル不良による白抜けラインがベタ記録エリア３１ａに現れなけ
ればならない。しかし、ベタ記録エリア３１ａの濃度によっては、非コート紙上でのイン
クの滲みが激しく、たとえノズル不良が生じていても、白抜けラインが現れない、もしく
は、僅かしか現れない場合がある。
【００７５】
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　図１２は、多諧調記録ヘッドにおける各濃度と全ノズルにてベタ記録を行った場合の関
係を表している。２値記録ヘッドの場合、インク濃度は一定であり、吐出したインクは非
コート紙上では滲みがはげしく、僅かなインク飛行曲がりがあったとしても、ベタ記録部
分に本来ならば現れる白抜けラインは滲みによって現れず、白抜けラインを検出すること
が困難となる。また、面積諧調を行った場合、途中の幾つかのノズルからのインク吐出を
意図的に停止してドットを間引くため、全ノズルに対するインク飛行曲がりの判別は困難
である。
【００７６】
　一方、多諧調記録ヘッドでは、全ノズルを駆動させつつも、インク吐出量を変えてドッ
ト径を変えることで濃度が可変されるため、ドットを間引くことがなく、全ドットを記録
している。このため、インク不吐出が発生した場合はもとより、わずかなインク飛行曲が
りが発生した場合でも、譜調におけるいずれかの濃度で、ベタ記録による白抜けライン５
１を検出できる濃度になる。つまり、滲みがあまり発生しない濃度のベタ記録エリアであ
れば、僅かな白抜けライン５１を検出することができ、この検出により、白抜けライン５
１を担当するノズルを異常ノズルとして検出することができる。
【００７７】
　以上のように、記録媒体４ａ上に諧調値が段階的に変化するテストパターン（ベタ記録
部分）を記録する。その諧調値の中から滲みの影響が最も少ない濃度の諧調値のテストパ
ターンを採択する。諧調値の変化は、記録中に連続的に変化しなくともよく、諧調値毎に
白抜けラインが見分け可能な幅を有して断続的に（バーコードのように）記録されてあっ
てもよい。このテストパターンを検査に用いて、前述した検査シーケンスによりノズル不
良検査を行うため、非コート紙であってもコート紙と同様に、正確にノズル不良を検出す
ることが可能となる。
【００７８】
次に、第２の実施形態について説明する。　
　図１３Ａ，１３Ｂに示すフローチャートを参照して、第２の実施形態におけるノズル不
良検査について説明する。尚、本実施形態のノズル不良検査装置及び、画像記録装置は、
図１，２に示した第１の実施形態の構成例と同等であるため説明を省略し、ここでは検査
方法について説明する。　
　本実施形態は、テストパターンを複数個又は複数の記録媒体に亘って記録し、これらを
繰り返し検査して、ノズル不良検査の検査精度を上げる検査方法である。
【００７９】
　まず、検査の初期設定として、検査初期設定画面を表示させて入力部２０を操作し、テ
ストパターンの記録数（又は、記録する記録媒体の枚数）を設定する（ステップＳ５１）
。尚、以下のステップＳ５２～Ｓ５９においては、前述したステップＳ１～Ｓ８に相当し
、ここでは簡易に説明する。
【００８０】
　次に、ノズル不良検査の結果が「異常ノズル有」と判断された際に引き続き、クリーニ
ング処理によるノズル回復処置を行うか否かを選択する（ステップ５２）。クリーニング
処理を実施する場合には（ＹＥＳ）、「インク不吐出」と「インク飛行曲がり」に応じて
、実施回数の上限を設定する（ステップＳ５３）。この上限に達するとクリーニング処理
を終了する。その設定後に、プリンタ制御部８にノズル検査の指示が出され、テストパタ
ーン記憶部２２からプリンタ制御部８にテストパターンデータが送信される（ステップＳ
５４）。
【００８１】
　そのデータ受信後に、プリンタ制御部８は、記録媒体４を取り出し、記録媒体４に前述
したテストパターンを画像記録する（ステップＳ５５）。記録後のテスト用記録媒体４ａ
は、搬送機構６から検査装置２の搬送機構１２に受け渡される（ステップＳ５６）。
【００８２】
　記録媒体検知センサ１３は、搬送されているテスト用記録媒体４ａの先端部を検知して
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、その検知信号を検査装置制御部２１に送出する（ステップＳ５７）。検査装置制御部２
１では、その検知信号を受け取り、撮像部１４にテストパターンの読取り開始を命令し（
ステップＳ５８）、併せて、テストパターンの読取り時間（読取り終了時間）の指示も行
う。
【００８３】
　撮像部１４は、検査装置制御部２１からの読取り開始指示により、記録媒体４ａに記録
されたテストパターンの撮像（画像読み取り）を開始する。まず、ベタ記録エリア３１ａ
を撮像し、続いて、ドット群エリア３１ｂを撮像して読取る（ステップＳ５９）。撮像さ
れたテストパターン画像信号は、画像データ記憶部２３に入力される。　
　画像処理及び判断部１５は、取り込んだ画像データ（テストパターン画像）に対して、
前述した図６により説明したサブルーチンによるノズル不良検査を実施する（ステップＳ
６０）。
【００８４】
　次に、ノズル不良検査において、ノズル不良が有ったか否かを判断して（ステップＳ６
１）、ノズル不良無しと判断されたならば（ＮＯ）、ステップＳ５１において設定した記
録枚数に達したか否か、即ち、テストパターンの必要枚数の検査が終了したか否かを判断
する（ステップＳ６２）。この判断で、必要枚数に達していたならば（ＹＥＳ）、表示部
１６に不良無しの結果表示を行い（ステップＳ６３）、検査を終了する。一方、テストパ
ターンの必要枚数の検査が終了していなければ（ＮＯ）、ステップＳ５５に戻って再度、
テストパターンを記録して、ノズル不良検査を実施する。また、前述したステップＳ６１
の判断において、ノズル不良有りと判断されたならば（ＮＯ）、検査装置制御部２１から
プリンタ制御部８に、テストパターンの画像記録を中止する信号を送信し、テストパター
ンの記録を中止する（ステップＳ６４）。
【００８５】
　次に、ステップＳ７２において、クリーニング実行することが設定されているか否かを
判断し（ステップＳ６５）、設定されていなければ（ＮＯ）、ステップＳ６３に移行して
、表示部１６にノズル不良有りの表示を行う。一方、クリーニング実行が設定されていた
ならば（ＹＥＳ）、ステップＳ６０で行ったノズル不良検査の結果がインク不吐出又は飛
行曲がりの何れであるかを判断する（ステップＳ６６）。
【００８６】
　このステップＳ６６の判断で、異常ノズルがインク不吐出であれば、これまで実施した
インク不吐出に対するクリーニング処理の実施回数の確認を行い、ステップＳ５３におい
て設定した回数に達したか否かを判断する（ステップＳ６７）。クリーニング処理の実施
回数が設定回数に達していれば（ＹＥＳ）、ステップＳ６３に移行して、表示部１６にノ
ズル不良の検査結果及びクリーニング処理の結果を表示して終了する。一方、クリーニン
グ処理の実施回数が設定回数以下であれば（ＮＯ）、クリーニング処理を実施して（ステ
ップＳ６８）、インク不吐出において設定されたクリーニング処理の実施回数をカウント
アップして（ステップＳ６９）、表示部１６に実施したクリーニング処理の結果を表示す
る（ステップＳ７０）。このクリーニング処理における結果には、クリーニング処理によ
って、インク不吐出が改善されたか否かの結果ではなく、予め指定されたクリーニング処
理が終了したか否かの結果表示である。再度、インク不吐出が改善されたか否かを検査す
るために、テストパターンの記録枚数の設定をクリアして（ステップＳ７４）、ステップ
Ｓ５４に戻り、テストパターンを読み出して、その画像記録を記録媒体に記録して、再度
のノズル不良の検査を継続する。従って、前述したクリーニング処理により、インク不吐
出が改善されていた場合には、次のノズル検査では、異常ノズル無しの判定となる。
【００８７】
　また同様に、ステップＳ６６の判断で、異常ノズルが飛行曲がりであれば、これまで実
施した飛行曲がりに対するクリーニング処理の実施回数の確認を行い、ステップＳ５３に
おいて設定した回数に達したか否かを判断する（ステップＳ７１）。クリーニング処理の
実施回数が設定回数に達していれば（ＹＥＳ）、ステップＳ６３に移行して、表示部１６
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にノズル不良の検査結果及びクリーニング処理の結果を表示して終了する。一方、クリー
ニング処理の実施回数が設定回数以下であれば（ＮＯ）、クリーニング処理を実施して（
ステップＳ７２）、飛行曲がりにおいて設定されたクリーニング処理の実施回数をカウン
トアップして（ステップＳ７３）、ステップＳ７０，Ｓ７４に移行して、クリーニング処
理の結果を表示した後、再度、飛行曲がりが改善されたか否かを検査するために、テスト
パターンの記録枚数の設定をクリアして（ステップＳ９４）、ステップＳ５４に戻り、再
度、ノズル不良検査を実施する。
【００８８】
　以上説明したように本実施形態によれば、ノズル不良検査を実施しつつ、平行して設定
された枚数まで、テストパターンの記録を行っている。従って、検査結果がノズル不良有
りと判断され、設定枚数までの記録が終了していない場合には、引き続き、テストパター
ンの記録を継続する。一方、検査結果がノズル不良無しと判断され、設定枚数までの記録
が終了していない場合には、記録媒体へのテストパターンの記録を終了させているため、
余分なテストパターンの記録を防止することができる。
【００８９】
　また、本実施形態によれば、テストパターンのベタ記録エリア３１ａとドット群エリア
３１ｂの画像情報を、続けて一度に読み込んでいるが、最初にベタ記録エリア３１ａの画
像を取得し、画像処理した後に、異常ノズル有りの検査結果であった場合のみ、ドット記
録エリアの画像を取得するステップとしても良い。これにより、ベタ記録エリアのノズル
不良検査で異常が無かった場合には、ドット群部分の画像読み込み時間が短縮できる。
【００９０】
　さらに、ノズル不良の検査を行う際に設定するクリーニング処理の実施回数は、検査を
受ける全記録ヘッドに対して一律に行う回数だけでなく、例えば、複数の記録ヘッドを搭
載する画像記録装置においては、個別にクリーニング処理の実施回数又はその有無を設定
してもよい。これにより、異常ノズルが有った記録ヘッドに対してのみ、設定された回数
のクリーニング処理が実施される。
【００９１】
　また、本実施形態では、画像記録装置と検査装置を別体として、画像記録装置の搬送機
構の録媒体排出側（搬送方向下流側）から受け取るように配置したがこれに限定されるも
のではなく、検査装置内（本体フレーム内）の搬送系下流側に設けてもよい。インクジェ
ットプリンタのような液滴吐出装置の内部に撮像カメラと画像処理手段を配し、液滴吐出
装置内部で自動的にノズルの吐出不良を検査しても良い。
【００９２】
　本実施形態によれば、インク溶みの少ない高価なコート紙を用いることなく、低価格な
非コート紙であっても確実にノズルの吐出異常（インク不吐出／インクの飛行曲がり）を
発見することができる。また、正常なノズルを不良と判断してしまう誤判定が無くなり、
不必要なヘッド回復処置のためにヘッドメンテナンス処理を実施してしまう無駄が発生し
ない。
【００９３】
　以上説明した実施形態には、以下の本発明を含んでいる。　
　（１）インクを液滴状に吐出する記録ヘッドのノズルからインクを吐出させ、用紙にテ
ストパターンを記録するステップと、記録された前記テストパターンを光学的に読取るス
テップと、読取った前記テストパターンに基づき、記録ヘッドにおける前記ノズルの異常
を検査するステップと、を有するノズル不良検査方法において、　
　前記テストパターンは、ベタ記録エリアと、ドットが互いに離間するドット群エリアと
、から構成され、前記読取りステップで前記ベタ記録エリアを読取ると共に、前記ドット
群エリアを読取り、前記検査ステップでベタ記録エリアを構成する全ノズルラインについ
て、そのノズルライン毎の濃度を算出し、全ノズルラインに亘って、ノズルラインの濃度
と予め定めた所定濃度とを比較して、ノズルの異常の有無を判断し且つ、異常と判断され
たノズルに対応する前記ドット群エリアにおけるドットの有無を確認することで、前記ノ
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ズルの異常がインク不吐出又はノズルから吐出されたインクの飛行曲がりかを判断するこ
とを特徴とするノズル不良検査方法。
【００９４】
　（２）記録ヘッドのノズルからインクを吐出させ、用紙にテストパターンを記録する記
録ステップと、記録されたテストパターンを光学的に読取る読取りステップと、読取った
テストパターンに基づき、記録ヘッドのノズルの異常を検査する検査ステップと、を有す
るノズル不良検査方法において、　
　前記テストパターンは、ベタ記録エリアと、互いに離間するドット群エリアと、から構
成され、前記読取りステップで前記ベタ記録エリアを読取ると共に、前記ドット群エリア
を読取り、前記検査ステップでベタ記録エリアを構成する全ノズルラインについて、その
ノズルライン毎の濃度を算出し、全ノズルラインに亘って、ノズルラインの濃度と予め定
めた所定濃度とを比較して、ノズルの異常の有無を判断し且つ、ドット群エリアのドット
の個数を計数し、計数したドット個数と前記ドット群エリアのドットを形成するために駆
動させたノズル個数とを比較することで、ノズルからのインク不吐出かノズルから吐出さ
れたインクの飛行曲がりかを判断することを特徴とするノズル不良検査方法。
【００９５】
　（３）異常と判断されたノズルに対応する前記テストパターン上のドット群エリアのド
ットの有無を確認することで、前記ノズルからのインク不吐出又は前記ノズルから吐出さ
れたインクの飛行曲がりかを判断することを特徴とするノズル不良検査方法において、
　検査結果で判断された異常ノズルに対応する前記ドット群エリアのドットが無かった場
合は、インク不吐出と判定し、前記異常ノズルと判断されたノズルに対応するドット群エ
リアのドットがあった場合は、ノズルのインクの飛行曲がりと判定する（１）に記載のノ
ズル不良検査方法。
【００９６】
　（４）計数された前記テストパターン上のドット群エリアのドット数の個数と、ドット
を形成するために駆動させたノズル個数とを比較するノズル不良検査方法において、
　前記テストパターン上のドット群エリアの個数がドットを形成するために駆動させたノ
ズル個数より少ない場合は、ノズルのインク不吐出と判定し、テストパターン上のドット
群エリアの個数がドットを形成するために駆動させたノズル個数と同じ場合はノズルのイ
ンクの飛行曲がりと判定する（２）に記載のノズル不良検査方法。
【００９７】
　（５）記録ヘッドのノズル不良を検出するノズル不良検査装置であって、　
　テストパターンを光学的に撮像するカメラ、画像処理手段、検査を行う検査手段、検査
結果の出力手段、該結果に基づき、所定の記録ヘッド回復処置を実施するメンテナンス処
理部を備える記録ヘッドのノズル不良検査装置。
【００９８】
　（６）前記（１）乃至（５）に記載の記録ヘッドのノズル不良検査方法と検査装置を備
えたことを特徴とする画像記録装置。　
　（７）ノズル不良の検査方法であって、検査精度を上げるためにテストパターンを複数
枚記録し、複数枚にわたってノズル不良の検査を実施する検査であって、記録予定枚数を
全て記録する前に、ノズル不良が見出された場合には、記録予定枚数を全て記録する前に
前記テストパターンの記録を停止する（１）から（６）に記載のノズル検査方法。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】図１は、本実施形態に係るノズル不良検査装置と、画像記録装置の構成例を示し
た概略図である。
【図２】図２は、検査装置の制御系のブロック構成を示す図である。
【図３】図３は、本実施形態で用いているテストパターンの構成を示す図である。
【図４】図４は、テストパターンと記録媒体の搬送方向の関係を概念的に示す図である。
【図５】図５は、ノズル検査装置によるノズルの不良検査について説明するためのフロー
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【図６】図６は、図５のステップＳ９におけるノズル不良検査の第１のサブルーチンにつ
いて説明するためのフローチャートである。
【図７】図７は、テストパターンのドット群エリアの各ドットにおけるノズルエリアの概
念を示す図である。
【図８】図８は、ドット群エリア内でインク不吐出のドットが発生した例を示す図である
。
【図９】図９は、ドット群エリア内でインク飛行曲がりが発生した例を示す図である。
【図１０】図１０は、前述した第１の実施形態に用いたテストパターンの第１の変形例を
示す図である。
【図１１】図１１（ａ），（ｂ）は、前述した第１の実施形態に用いたテストパターンの
第２の変形例を示す図である。
【図１２】図１２は、多諧調記録ヘッドにおける各濃度と全ノズルにてベタ記録を行った
場合の関係を表している。
【図１３Ａ】図１３Ａは、第２の実施形態におけるノズル不良検査について説明するため
のフローチャートである。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、図１３Ａに引き続き第２の実施形態におけるノズル不良検査に
ついて説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
【０１００】
　１…プリンタ（画像記録装置）、２…検査装置、３…記録ヘッド、４…記録媒体、４ａ
…テスト記録媒体、５…記録媒体供給部、６，１２…搬送機構、７…記録媒体カセット、
８…プリンタ制御部、１１…ピックアップローラ、１３…記録媒体検知センサ、１４…撮
像部、１５…画像処理及び判断部、１０…検査装置本体、１６…表示部、１７…プーリ、
１８…搬送ベルト、１９…ファン、２０…入力部、２１…検査装置制御部、２２…テスト
パターン記憶部、２３…画像データ記憶部、２４，２５…濃度データ変換部、２６…フィ
ルタ部、２７…計数部、２８，２９…比較演算部。
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